
 

  

まちづくり計画(案)の公告・縦覧 

説明会の開催 
 

意見書の提出 

見解書の公表 

5 月 16 日～ 
６月５日 

令和元年 
5 月 15 日・ 
５月 16 日～29 日 

■議題■ 

西国分寺駅北口周辺まちづくり計画（案）に関する意見書に対する見解書の作成について 

※国分寺市まちづくり条例第 22 条第３項の規定に基づき，まちづくり協議会と協議のうえ，意見書に対する見解書を作成するために開催するものです。  

日時：10 月 11 日（金） 午前 10 時～12 時 

会場：本多公民館２階 ホール（国分寺市本多１-７-１） 

※話し合いは協議会のメンバーで行います。 

※どなたでも傍聴できます。 

5 月 26 日・ 
28 日 

平成 31 年 
4 月 16 日 

まちづくり計画（案）の検討・取りまとめ 
平成 29～ 

30 年度 

11 月以降の予定については，まちづくりの集いを踏まえて検討していきます。 

この予定は現段階の目安であり，決定したものではありません。 

まちづくりの集い 

 

西国分寺駅北口周辺まちづくり計画（案）

の公告・縦覧，説明会及び意見書の募集を５

月中旬から６月上旬にかけて行いました。そ

の結果，16 通（署名者添付を含め 340 名）

の意見書の提出がありました。 

多くのご意見をいただいたことから，西

国分寺駅北口周辺まちづくり協議会を開催

したうえで意見書に対する見解書を検討・作

成し，また見解書の公表やまちづくりの集い

についても，丁寧に行っていきたいと考えま

す。 

そのため，当初まちづくり計画の決定の

目安として 9 月予定とお知らせしていまし

たが，スケジュールを見直すこととしまし

た。 

11 月予定 

11 月予定 

国分寺市まちづくり市民会議※ 

 

まちづくり計画の決定・公告 

 

10 月 11 日 

まちづくり計画(案)の市長報告 

※国分寺市まちづくり市民会議は，まちづくりの推進

に必要な事項を審議するために，国分寺市まちづく

り条例に基づき設置する機関です。 

 

まちづくり協議会の開催(見解書作成に向けた協議) 
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【開催概要】 

◎西国分寺駅北口周辺まちづくりに関する情報は，市のホームページでも紹介しています。 

市ホームページ，サイト内検索で 西国分寺駅北口周辺まちづくり と入力して検索してください。 

◎また，右記の QR コードからも国分寺市のサイトにアクセスできます。 
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４月 16 日に西国分寺駅北口周辺まちづくり協議会から提出された，西国分寺駅北口周辺ま

ちづくり計画（案）の内容について，市民の皆様にご説明するとともに，計画（案）に対する

ご意見をいただくために，５月 26 日・28 日の２日間にわたり説明会を開催しました。多く

の方々にご参加いただき，たくさんのご意見をいただきました。ありがとうございました。 

①日  時：令和元年５月 26 日(日) 
午後２時～３時 40 分 

場  所：市民室内プール 
参加人数：39 人 

②日  時：令和元年５月 28 日(火) 
午後７時～８時 50 分 

場  所：いずみホール 
参加人数：52 人 

【説明会でいただいたご意見の一部を紹介します】 

●自宅の前の道路を，基礎的な防災機能を持つ道路として拡幅する対象から外してもらい

たい。今の道路を 6ｍに拡幅すれば，通過交通が増え，危険度が増すだけだ。消防車も

現在の 4ｍの幅員で支障なく通っている。道路整備については，結局，セットバックに

より市が土地を買い取ることなく拡幅することになるのだろう。 

●今はまだ計画という段階なのであれば，道路幅員について具体的な数値を入れるべきで

はない。 

●どれくらいの事業費がかかり，その財源はどうするのかを聞きたい。 

●基盤整備については，大風呂敷を広げるのではなく，駅前とアクセス道路を優先に，そ

の後で，地区内道路の整備に移るべきだ。 

●「緑と水の回廊」を謳って地区内道路を拡幅しても，街路樹を植えることなど不可能だ。

道路拡幅せず電線地中化した方が良いではないか。 

●都市の中庭に関する取組はソフト施策が多く，具体性に欠ける。前庭を整備した後，中

庭を検討した方が良いのではないか。 

●都市の中庭として位置づけがなされるだけでも，関連する土地の評価は下がると思うの

で，中庭をなくすか，既に合意がなされている土地だけにしてほしい。 

●都市の前庭にかかる住宅は，全員立ち退きなのか，移転や補償等の対応について聞きた

い。 

●駅前やアクセス道路が都市計画決定されるまでのスケジュールが知りたい。 


